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【 詳細票編 】 
 

この結果は、基本票で把握した施設・事業所について、平成 29 年 10 月１日現在の状況を詳細票

により調査し、回収された施設・事業所のうち活動中の施設・事業所について集計したものである。 

調査方法の変更等により回収率が変動しているため、施設・事業所数、在所者数、利用者数、従

事者数等については、実数での年次比較は行っていない。 

 

１ 開設（経営）主体別の状況 

介護保険施設の種類ごとに開設主体別施設数の構成割合をみると、介護老人福祉施設では「社

会福祉法人（社会福祉協議会以外）」が 94.8％と最も多く、介護老人保健施設及び介護療養型

医療施設では「医療法人」が 75.3％、83.4％とそれぞれ最も多くなっている（表４）。 

介護サービス事業所の種類ごとに開設（経営）主体別事業所数の構成割合をみると、多くのサー

ビスで「営利法人（会社）」が最も多くなっているが、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、

地域密着型介護老人福祉施設及び介護予防支援事業所（地域包括支援センター）では「社会福祉法

人」が最も多く、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護では「医療法人」が最も多くなっ

ている（表５）。 
 
 
 

表４ 開設主体別施設数の構成割合（詳細票） 

（単位：％） 平成29年10月１日現在

総　数 都道府県 市区町村

広域連合 ・

一部

事務組合

日本赤

十字社・

社会保険

関係団体

・独立行

政法人

社会福祉

協議会

社会福祉

法人(社会

福祉協議会

以外）

医療法人
社団・財団

法   人

その他の

法   人
その他

介護保険施設

　介護老人福祉施設 100.0 0.5 3.1 1.3 0.1 0.2 94.8 ・ ・ 0.0 ・ 

　介護老人保健施設 100.0 0.0 3.6 0.5 1.7  - 15.0 75.3 2.8 1.0 0.1

　介護療養型医療施設 100.0  - 4.7 0.3 1.1  - 1.1 83.4 2.3 0.6 6.6
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表５ 開設（経営）主体別事業所数の構成割合（詳細票） 

 

（単位：％） 平成29年10月１日現在

総　数
地方公共

団    体

日本赤

十字社・

社会保険

関係団体

・独立行

政法人

社会福祉

法人　1)
医療法人

社団・

財団法人
協同組合

営利法人

（会社）

特    定

非 営 利

活動法人

（NPO）

その他

居宅サービス事業所

（訪問系）

訪問介護  100.0       0.3         …  18.2       6.2        1.4        2.3         66.2      5.0        0.4       
訪問入浴介護  100.0       0.1         …  34.8       1.9        0.6        0.6         61.6      0.4        -
訪問看護ステーション  100.0       2.1         2.0         6.7         27.3      8.2        1.9         49.6      1.6        0.6       

（通所系）

通所介護  100.0       0.5         …  38.8       8.3        0.6        1.6         48.5      1.6        0.1       
通所リハビリテーション  100.0       2.7         1.3         8.3         77.3      2.7        …  0.1        …  7.6       

介護老人保健施設  100.0       3.5         2.0         16.2       74.3      3.1        …  -  …  0.9       
医療施設  100.0       2.0         0.7         1.4         80.0      2.3        …  0.1        …  13.5     

(その他）

短期入所生活介護  100.0       1.7         …  83.4       3.5        0.1        0.4         10.3      0.4        0.2       
短期入所療養介護  100.0       3.8         1.6         11.9       77.6      2.9        …  -  …  2.1       

介護老人保健施設  100.0       3.5         1.8         15.3       75.3      3.1        …  -  …  1.0       
医療施設  100.0       4.9         1.1         0.5         85.3      2.3        …  -  …  6.0       

特定施設入居者生活介護  100.0       0.8         …  23.8       6.2        0.6        0.4         67.4      0.4        0.6       
福祉用具貸与  100.0       0.0         …  2.3         1.3        0.4        1.5         93.5      0.7        0.3       
特定福祉用具販売  100.0       -  …  1.8         1.0        0.4        1.5         94.5      0.7        0.3       

地域密着型サービス事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  100.0       -  …  30.6       17.1      2.0        3.4         45.0      1.5        0.4       
夜間対応型訪問介護  100.0       0.6         …  36.7       8.9        2.2        2.8         46.7      2.2        -
地域密着型通所介護  100.0       0.3         …  11.7       3.9        0.9        1.1         75.3      6.3        0.5       
認知症対応型通所介護  100.0       0.3         …  44.3       11.9      0.9        1.4         35.3      5.7        0.2       
小規模多機能型居宅介護  100.0       0.1         …  31.9       12.8      0.7        2.1         46.1      5.9        0.4       
認知症対応型共同生活介護  100.0       0.1         …  24.4       16.5      0.4        0.6         53.6      4.3        0.2       
地域密着型特定施設入居者生活介護  100.0       -  …  31.2       16.4      0.7        0.7         48.3      2.4        0.3       
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）  100.0       -  …  18.1       20.3      4.9        3.2         50.1      3.4        -
地域密着型介護老人福祉施設  100.0       4.1         -  95.9       ・  ・  ・  ・  ・  -

介護予防支援事業所（地域包括支援センター）  100.0       24.5       …  55.2       13.6      3.4        1.1         1.5        0.6        0.3       
居宅介護支援事業所  100.0       0.8         …  25.1       16.0      2.4        2.2         49.9      3.2        0.6       

　　 １）「社会福祉法人」には社会福祉協議会を含む。

注：訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び地域密着型介護老人福祉施設については、開設主体であり、それ以外は、経営主体である。


